
 

1
頁
 

○ 総 務 省 令 第    号 

 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 元 年   月   日                        

総 務 大 臣  高 市  早 苗 

電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、

改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と

い う 。 ） は 、 そ の 標 記 の 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ

の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改

正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 
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  改  正  後  改  正  前 

 （ 中 古 の 移 動 端 末 設 備 の 取 扱 状 況 等 報 告 ） 

第 四 条 の 八 基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 中 古 の 移 動 端 末 設 備 の

入 手 及 び 売 却 等 の 状 況 に つ い て 、 様 式 第 二 十 三 の 八 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、

書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ Ｓ Ｉ Ｍ ロ ッ ク 解 除 状 況 報 告 ） 

第 十 条 基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 三 十 に よ り 、 毎 四 半

期 内 に 発 売 し た 移 動 端 末 設 備 の 種 別 数 、 毎 四 半 期 内 の Ｓ Ｉ Ｍ ロ ッ ク （ 特 定 の Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド

（ 携 帯 電 話 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 間 で 当 該 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 内 容 と す る 契 約 を

締 結 し て い る 者 を 特 定 す る た め の 情 報 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式

そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算

機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 取

り 付 け た 場 合 に の み 移 動 端 末 設 備 が 動 作 す る 設 定 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 設 定 す る 種 別 の 移

動 端 末 設 備 の 販 売 台 数 及 び 毎 四 半 期 内 に Ｓ Ｉ Ｍ ロ ッ ク を 解 除 し た 数 に つ い て 、 毎 四 半 期 経 過

後 一 月 以 内 に 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 中 古 の 移 動 端 末 設 備 の 取 扱 状 況 等 報 告 ） 

第 四 条 の 八 基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 又 は Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業

者 は 、 中 古 の 移 動 端 末 設 備 の 入 手 及 び 売 却 等 の 状 況 に つ い て 、 様 式 第 二 十 三 の 八 に よ り 、 毎

報 告 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ Ｓ Ｉ Ｍ ロ ッ ク 解 除 状 況 報 告 ） 

第 十 条 電 気 通 信 回 線 設 備 を 設 置 し て 携 帯 電 話 の 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 及 び

基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ Ｐ Ｈ Ｓ に 係 る も の を 除 く 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 三 十 に よ り 、 毎 四 半 期 内 に 発 売 し

た 携 帯 電 話 の 電 気 通 信 役 務 及 び 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ ア ク セ ス サ ー ビ ス に 係 る 移 動 端 末 設 備 の 種

別 数 、 当 該 種 別 数 の う ち 特 定 の Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド （ 携 帯 電 話 等 の 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通

信 事 業 者 と の 間 で 当 該 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 内 容 と す る 契 約 を 締 結 し て い る 者 を 特 定 す る た

め の 情 報 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認

識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ

れ る も の に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 取 り 付 け た 場 合 に の み 移 動 端 末

設 備 が 動 作 す る 設 定 （ 以 下 「 Ｓ Ｉ Ｍ ロ ッ ク 」 と い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 解 除 す る こ と が 可 能 な

も の 並 び に 毎 四 半 期 内 に Ｓ Ｉ Ｍ ロ ッ ク を 解 除 し た 数 に つ い て 、 毎 四 半 期 経 過 後 一 月 以 内 に 、

書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

様式第30（第10条関係） 

ＳＩＭロック解除状況報告 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

事業者名                  

 

発売した移動端末設備の種別数 （    ） 

 ＳＩＭロックが設定されていないもの （    ） 

 ＳＩＭロックの解除に対応しているもの （    ） 

ＳＩＭロックを設定する種別の移動端末設

備の販売台数 

（    ） 

ＳＩＭロックを解除した数 （    ） 

 移動端末設備の販売に際して行ったもの （    ） 

  求めに応じて行ったもの （    ） 

  自らの判断により行ったもの （    ） 

 移動端末設備の販売後に行ったもの （    ） 

  求めに応じて行ったもの （    ） 

様式第30（第10条関係） 

ＳＩＭロック解除状況報告 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

事業者名                  

 

発売した移動端末設備の種別数  

 ＳＩＭロックが設定されていないもの  

 ＳＩＭロックの解除に対応しているもの  

ＳＩＭロックを解除した数  

 求めに応じて行ったもの  

 自らの判断により行ったもの  

参考事項    
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  自らの判断により行ったもの （    ） 

参考事項    
  

 

 

 

 

 

注１ 括弧内には、スマートフォンに係る数を記載すること。 

 

注１ 「発売した移動端末設備の種別数」の項については、電気通信事業者が毎四半期内

に発売した携帯電話及び携帯電話・ＰＨＳアクセスサービス（ＰＨＳに係るものを除

く。）に係る移動端末設備の種類の数を記載すること。 

２ 「発売した移動端末設備の種別数」の項には、電気通信事業者が毎四半期内に発売

した携帯電話に係る移動端末設備の種類の数を記載すること。 

３ 「ＳＩＭロックを設定する種別の移動端末設備の販売台数」及び「ＳＩＭロックを

解除した数」の項には、当該移動端末設備の販売に際した移動電気通信役務の提供に

関する契約の有無にかかわらず、携帯電話に係る移動端末設備について記載するこ

と。 

［新設］ 

 

［新設］ 

４～７ ［略］ ２～５ ［同左］ 

８ 注６及び注７に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」

の項にその内容を記載すること。 

６ 注４及び注５に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」

の項にその内容を記載すること。 

９ ［略］ ７ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 
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附  則 

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 十 条 及 び 様

式 第 三 十 の 規 定 は 、 報 告 期 限 が 令 和 二 年 一 月 一 日 以 降 で あ る 報 告 か ら 適 用 す る 。 

 


